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【手続補正書】
【提出日】平成21年5月21日(2009.5.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　裏面シートと、液透過性の表面シートとの間に親水性材料を有する吸収層が設けられた
吸収性物品において、
　前記吸収層は、前記裏面シート側に位置する下層吸収体と、前記表面シート側で前記下
層吸収体に重ねられた上層吸収体とを有し、前記上層吸収体の面積が前記下層吸収体より
も小さく形成されており、
　縦方向に延びる中心線から左右両側に所定距離離れた位置に、右側圧着部および左側圧
着部が縦方向に連続して形成されて、前記右側圧着部と前記左側圧着部とで挟まれた内側
が中央吸収領域、前記右側圧着部と前記左側圧着部を超えた外側が補助吸収領域となるよ
うに区分されており、
　前記中央吸収領域では、前記上層吸収体と前記表面シートとの間に、繊維どうしが接合
されて空隙を形成する構造を有し且つ前記吸収層よりも密度の低い液案内層が設けられ、
前記液案内層は前記右側圧着部と前記左側圧着部に掛からない大きさに形成され、前記補
助吸収領域では、前記吸収層が前記表面シートで覆われており、
　前記右側圧着部と前記左側圧着部は、前記液案内層の両側で、前記表面シートと前記上
層吸収体および前記下層吸収体が凹状に加圧されて形成され、前記右側圧着部と前記左側
圧着部の縦方向の端部には、前記上層吸収体から外れる位置まで延びて前記表面シートと
前記下層吸収体とが凹状に加圧された延長部が設けられていることを特徴とする吸収性物
品。
【請求項２】
　縦方向の前方で前記右側圧着部と前記左側圧着部との間に位置する前方圧着部と、縦方
向の後方で前記右側圧着部と前記左側圧着部との間に位置する後方圧着部とが設けられて
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、前記右側圧着部と前記左側圧着部および前記前方圧着部と前記後方圧着部で囲まれた領
域が、前記中央吸収領域とされており、前記液案内層は前記中央吸収領域の面積よりも小
さい面積を有し、そのいずれの縁部も前記右側圧着部と前記左側圧着部および前記前方圧
着部と前記後方圧着部にかからない位置にある請求項１記載の吸収性物品。
【請求項３】
　前記延長部は、前記前方圧着部よりも前方に延びている請求項２記載の吸収性物品。
【請求項４】
　前記延長部は、前記前方圧着部よりも前方および前記後方圧着部よりも後方の双方に延
びている請求項２記載の吸収性物品。
【請求項５】
　前記延長部は、前記中央吸収領域から離れるにしたがって間隔が徐々に広がる請求項１
ないし４のいずれかに記載の吸収性物品。
【請求項６】
　前記不織布が複数枚重ねとなるように折り畳まれて前記液案内層が形成されている請求
項１ないし５のいずれかに記載の吸収性物品。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　本発明は、裏面シートと、液透過性の表面シートとの間に親水性材料を有する吸収層が
設けられた吸収性物品において、
　前記吸収層は、前記裏面シート側に位置する下層吸収体と、前記表面シート側で前記下
層吸収体に重ねられた上層吸収体とを有し、前記上層吸収体の面積が前記下層吸収体より
も小さく形成されており、
　縦方向に延びる中心線から左右両側に所定距離離れた位置に、右側圧着部および左側圧
着部が縦方向に連続して形成されて、前記右側圧着部と前記左側圧着部とで挟まれた内側
が中央吸収領域、前記右側圧着部と前記左側圧着部を超えた外側が補助吸収領域となるよ
うに区分されており、
　前記中央吸収領域では、前記上層吸収体と前記表面シートとの間に、繊維どうしが接合
されて空隙を形成する構造を有し且つ前記吸収層よりも密度の低い液案内層が設けられ、
前記液案内層は前記右側圧着部と前記左側圧着部に掛からない大きさに形成され、前記補
助吸収領域では、前記吸収層が前記表面シートで覆われており、
　前記右側圧着部と前記左側圧着部は、前記液案内層の両側で、前記表面シートと前記上
層吸収体および前記下層吸収体が凹状に加圧されて形成され、前記右側圧着部と前記左側
圧着部の縦方向の端部には、前記上層吸収体から外れる位置まで延びて前記表面シートと
前記下層吸収体とが凹状に加圧された延長部が設けられていることを特徴とするものであ
る。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
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　本発明は、圧着部で囲まれた領域を中央吸収領域とすることにより、繰り返し与えられ
る液体の透過領域を圧着部で囲まれた範囲内に限定させることができる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　前記構造では、中央吸収領域のみならず圧着部のすぐ外側の領域も嵩高となっているた
め、股間部に当たる嵩高な領域を広くでき、着用感触が良好である。また圧着部のすぐ外
側の補助吸収領域で吸収層が厚いため、万が一圧着部の外側へ多量の液体が漏れたとして
も、この液体を素早く吸収することができる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３２】
【図１】本発明の吸収性物品の基本構造となる参考例の生理用ナプキンを示す斜視図、
【図２】図１に示す生理用ナプキンの平面図、
【図３】図１と図２に示す生理用ナプキンの横方向中心線での断面図、
【図４】（Ａ）は図３に示す断面図の中央吸収領域の拡大図、（Ｂ）は補助吸収領域の拡
大図、
【図５】生理用ナプキンが身体に着用されたときの変形状態を示す断面図、
【図６】液透過孔の開孔状態を示す拡大平面図、
【図７】さらに他の参考例の生理用ナプキンを示す平面図、
【図８】本発明の第１の実施の形態の生理用ナプキンを示す平面図、
【図９】さらに他の参考例を示すものであり、ウイング部を有する生理用ナプキンを示す
平面図、
【図１０】本発明の第２の実施の形態の生理用ナプキンを示す平面図、
【図１１】さらに他の参考例の生理用ナプキンを示す平面図、
【図１２】（Ａ）（Ｂ）は、防漏壁が設けられた生理用ナプキンの半断面図、
【図１３】生理用ナプキンの製造方法の一例を示す工程説明図、
【図１４】加熱ユニットの他の例を示す説明図、
【図１５】加熱ユニットの他の例を示す説明図、
【図１６】加熱ユニットの他の例を示す説明図、
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３３】
　図１は本発明の基本構造となる参考例の生理用ナプキン１を肌当接面側である表面側を
上にして示した斜視図、図２はその平面図、図３は図１に示す生理用ナプキン１の横方向
中心線Ｏｘ－Ｏｘでの断面をＩＩ－ＩＩ矢視方向から見た断面図、図４（Ａ）は前記断面
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図の一部を拡大した拡大断面図、図４（Ｂ）は、図４（Ａ）の一部をさらに拡大した拡大
断面図、図５は着用したときの変形状態を示す断面図、図６は表面シートに形成された液
透過孔の一例を示す拡大平面図である。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３７】
　そして、前記圧着部９が、縦方向中心線Ｏｙ－Ｏｙを介して左右対称形状であり、また
横方向中心線Ｏｘ－Ｏｘを介して前後に対称形状である。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３９】
　そして、前記上層吸収体４は前記圧着部９の外周の輪郭線９Ｂで囲まれる面積よりも広
く、且つ前記下層吸収体３よりも小さい面積を有している。下層吸収体３の輪郭形状と上
層吸収体４の輪郭形状が、縦方向中心線Ｏｙ－Ｏｙを介して左右対称形状であり、また横
方向中心線Ｏｘ－Ｏｘを介して前後に対称形状である。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４１】
　図３に示すように、前記液案内層５は後に説明するようにエアースルー不織布などのよ
うに、化学繊維が互いに接着されて各繊維が三次元方向に延びる骨格を形成しこの繊維間
に細かな空隙が形成された低密度の不織布で形成されており、この不織布が２枚重ね以上
に折り畳まれて形成されている。図３に示す例では、前記不織布が二箇所の折れ線で折り
畳まれて３枚重ねとなっている。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８４】
　この例では、前記溶融部９Ｄが、圧着部９の延びる方向に対して傾斜線状に形成されて
いる。前記溶融部９Ｄの幅寸法δは例えば０．２～１．５ｍｍであり、前記溶融部９Ｄの
ピッチＰは例えば１～５ｍｍである。また圧着部９の幅寸法Ｗａは２～４ｍｍ程度である
。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８９】
　以下、各部の好ましい寸法を説明する。図１に示す生理用ナプキン１は昼間などに使用
される通常サイズであり、横方向中心線Ｏｘ－Ｏｘでの幅寸法は８０ｍｍ、縦方向中心線
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Ｏｙ－Ｏｙでの長さ寸法は２１０ｍｍ程度である。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９２】
　前記上層吸収体４の横方向中心線Ｏｘ－Ｏｘでの幅寸法は５５ｍｍ程度で、縦方向中心
線Ｏｙ－Ｏｙでの長さ寸法は１２０ｍｍ程度である。また下層吸収体３は前記幅寸法が７
５ｍｍ程度で、長さ寸法が１８０ｍｍ程度である。また、図３に示す補助吸収領域のうち
の嵩高部１２ａの幅寸法Ｗｂは、３～１０ｍｍ程度であることが好ましい。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０１】
　また、図４（Ａ）に示すように、表面シート６から液案内層５にかけて多数の液透過孔
１５が形成されているため、表面シート６の表面に与えられた液体は、前記液透過孔１５
を透過して液案内層５に与えられる。そのため、表面シート６に与えられた液体は、液案
内層５に自重で降下しやすくなり、これによって、表面シート６での液体の残りや液体の
拡散をさらに防止しやすくなる。
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１０】
　図７ないし図１１は本発明の他の実施の形態および他の参考例を示しているが、前記参
考例と同様の構成については同じ符号を付してその詳しい説明を省略する。
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１１】
　図７は他の参考例の吸収性物品としての生理用ナプキン１Ａを示す平面図である。
【手続補正１８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１８】
　図８は本発明の第１の実施の形態の吸収性物品として生理用ナプキン１Ｂを示す平面図
である。
【手続補正１９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【０１２３】
　なお、図８に示すように前記圧着部９０の各部分は所定の幅寸法を有しているが、この
幅内において、図２に示すものと同様に、フィルム状の溶融部９Ｄと高密度部９Ｅが圧着
部の線方向に沿って交互に形成されている。
【手続補正２０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１３０】
　なお、図８の実施の形態において、内側圧着部９０ｇ，９０ｈは特に設けられていなく
てもよい。
【手続補正２１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１３１】
　また前記生理用ナプキン１，１Ａ，１Ｂは、いずれも両側縁部にウイングを有していな
い形状であるが、前記各生理用ナプキンにおいて両側縁部から側方へ突出するウイング部
を形成したものであってもよい。
【手続補正２２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１３２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１３２】
　図９は、その一例として図１と図２に示す生理用ナプキン１の構造を基本として前記ウ
イング部を形成した他の参考例を示している。
【手続補正２３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１３７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１３７】
　図１０は本発明の第２の実施の形態の吸収性物品である生理用ナプキン１Ｄを示す平面
図である。
【手続補正２４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１３８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１３８】
　この生理用ナプキン１Ｄは、圧着部１９０のパターン形状が前記各参考例と相違してい
るが、それ以外の生理用ナプキンの基本的な構造は、図２に示した参考例と実質的に同じ
である。
【手続補正２５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１４２
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【０１４２】
　次に図１１において平面図で示す他の参考例の生理用ナプキン１Ｅは、生理用ナプキン
の本体部分の構造が図９に示した生理用ナプキン１Ｃと同様の構造であり、左右両側部に
延長するウイング部２１，２１を有しており、またシート２２，２２を有している。
【手続補正２６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１４８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１４８】
　図１、図２、図７、図８、および図１０に示すものは、前記液案内層５を設けることに
より経血が中央吸収領域１１以外の周囲に拡散しにくいため、肌側表面のほぼ全域を液透
過性の表面シートで形成して、図９や図１１に示すような液不透過性のシート２２，２２
やウイング部２１，２１を設けないものであっても左右方向への経血の横漏れを防止しや
すい。また、図１、図２、図７、図９、図１０、および図１１に示すように、特に図８に
示すような後方部分に長く幅広いヒップガード部分を設けないものであっても、臀部方向
への経血の漏れを防止しやすい。
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